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役場からのおしらせ

問合せ先　　　保健センター福祉課　　☎︎ ７５- ４１０１

令
和
６
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
に
つ
い
て

令
和
６
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
に
つ
い
て

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

対
象
と
な
る
人
（
被
保
険
者
）

●
75
歳
以
上
の
人 
全
員

※
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
人
は
除
き
ま
す
。

●
65
歳
以
上
75
歳
未
満
で
一
定
の
障
が

い
が
あ
り
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
の
認
定
を
受
け
た
人

保
険
料
の
決
ま
り
方

　

後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料
は
、
被

保
険
者
一
人
ひ
と
り
に
納
め
て
い
た
だ

き
ま
す
。

　
保
険
料
率
は
、
２
年
ご
と
に
見
直
し
、

鳥
取
県
内
で
均
一
で
す
。

　

被
保
険
者
数
の
増
加
や
、
令
和
６
年

度
よ
り
出
産
育
児
一
時
金
支
援
金
の
導

入
、
医
療
給
付
の
支
出
が
伸
び
る
と
見

込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
令
和
６・７
年
度

の
保
険
料
率
に
つ
い
て
引
き
上
げ
を
行

う
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

所
得
割
額（
総
所
得
金
額
等
ー
43
万
円
）

×
所
得
割
率　

１０·

６４
％

※
令
和
６
年
度
に
限
り
、
所
得
金
額

が
58
万
円
以
下
の
人　
９·

８３
％

＋

均
等
割
額　
　
５
万
２
千
１
３
８
円

令
和
６
年
度
の
保
険
料
計
算
に

お
け
る
変
更
点

課
限
度
額
の
変
更

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
１
人
あ

た
り
の
年
額
保
険
料
の
限
度
額
は
80
万

円
で
す
。（
５
年
度
は
66
万
円
）

※
次
の
人
は
、
令
和
６
年
度
に
限
り

限
度
額
が
73
万
円
に
な
り
ま
す
。

●
昭
和
24
年
３
月
31
日
以
前
に
生
ま

れ
た
人

●
障
害
認
定
を
受
け
、
被
保
険
者
の

資
格
を
有
し
て
い
る
人
（
令
和
６

年
４
月
１
日
以
降
に
75
歳
に
な
り

県
外
転
出
し
た
場
合
を
除
く
）

均
等
割
額
の
軽
減
額
の
変
更

　
世
帯
の
所
得
に
応
じ
て
、
均
等
割
額

が
左
記
表
の
と
お
り
軽
減
さ
れ
ま
す
。

※
給
与
所
得
者
等
が
０
人
の
と
き
は
、

１
人
と
し
て
計
算
し
ま
す
。

●
給
与
収
入
額
（
専
従
者
給
与
を
含

ま
ず
）
が
55
万
円
を
超
え
る
人

●
令
和
５
年
12
月
31
日
現
在
65
歳
未

満
か
つ
公
的
年
金
等
収
入
額
が

60
万
円
を
超
え
る
人

※
給
与
所
得
者
等
と
は
以
下
に
該
当

す
る
人
で
す
。

●
令
和
５
年
12
月
31
日
現
在
65
歳
以

上
か
つ
公
的
年
金
等
収
入
額
が

125
万
円
を
超
え
る
人

軽
減
割
合

２　

割

７　

割

５　

割

令和５年中の世帯
（世帯主及び被保険者）
の総所得金額等の合計

４３万円＋１０万円
×

（給与所得者等の数－１）
以下

４３万円＋２８．５万円
×

( 被保険者数 )＋１０万円
×

（給与所得者等の数－１）
以下

４３万円＋５２万円
×

（被保険者数）＋１０万円
×

（給与所得者等の数－１）
以下

軽減後の
均等割額
（年間）

15,642円

26,069円

41,711円

保
険
料
の
納
め
方

　

年
間
６
回
（
４・
６・
８
・
10
・
12
・

２
月
）
の
保
険
料
徴
収
の
中
で
、
４
・

６・
８
月
に
つ
い
て
は
前
年
所
得
が
確

定
し
て
い
な
い
た
め
、
前
々
年
度
の
申

告
を
も
と
に
仮
算
定
の
保
険
料
を
納
め

ま
す
。
10
月
以
降
に
つ
い
て
は
確
定
し

た
前
年
所
得
に
基
づ
い
た
本
算
定
の
保

険
料
か
ら
、
前
半
３
回
の
仮
算
定
金
額

を
調
整
し
た
額
を
納
め
ま
す
。

介護保険料と後期高齢者医療
保険料の合算額が年金受給
額の2分の１を超えますか？

年金から引き落としされます。

特 別 徴 収
納付書等で個別に町へ納めます。

普 通 徴 収

年金額が
年額１８万円未満ですか？

いいえ

いいえはいはい

※７５歳になられた年度や転入された年度については「普通徴収」となります。
※上記図の条件により、これまで特別徴収だった人が普通徴収に切り替わる場合
　もあります。
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